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諮 問 書 

 

 

国立市財政改革審議会設置条例第２条第１項に基づき、下記事項について貴審

議会のご意見を伺いたく諮問いたします。 

 

記 

 

１．諮問事項 

（１）国立市財政の基本的なあり方について 

（２）財政健全化のための具体的方策 

（３）今後の各種市民負担の見直しに係るルールについて 

 

２．諮問理由 

国立市では、財政健全化に向けた取組は急務となっています。 

歳出面では特別会計への繰出金や扶助費の大幅な伸びが財政を圧迫し、

また、歳入面では財政調整基金の取崩しや赤字地方債の発行により財源不

足分を補てんしており、いまだ「収支均衡」にはほど遠い状況にあります。 

このことから、「収支均衡」はもとより、「弾力性の確保」、「長期財政の

安定化」に向けた目標設定を行い、その上で市行財政の基本的なあり方、

財政健全化のための具体的方策、今後の各種市民負担の見直しに係るルー

ル等について調査及び審議する必要がありますので、貴審議会に諮問する

ものです。 

 

以 上 

 

（写し）公印なし 


